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高年齢者労働災害防止対策フロ ー

送り出し時の書類の作成及び登録 II 【把握】

□高年齢者就労報告書又は □高年齢健康有所見者就労報告書

口転倒等リスク評価セルフチェック票

職員による面接 II 【把握】

□作業所長

口統括安全衛生責任者

口元方安全衛生管理者 のいずれかによる面接

作業制限（マッチング） II 【対応】

口就労報告書に基づく「高年齢者等の避けるべき作業」の確認

※ただし、セルフチェック票等に基づき作業所長が認めた場合はこの限りではない。
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① 事業主 II 定期的に体カチェックを再実施及び再登録 II 【把握】

口転倒等リスク評価セルフチェック票実施及び登録

※実施提出頻度： 1回／月

② 古 II 定期的に作業制限（マッチング）の見直し II 【対応】

口就労報告書に基づく「高年齢者等の避けるべき作業」の確認

※見直し確認頻度： 1回／月

※ただし、セルフチェック票等に基づき作業所長が認めた場合はこの限りではない。
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